
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性伸縮性を有する実質的に不透液性のベースシートと、前記ベースシートの内面に取
り付けられた吸液性パネルとから構成され、前後方向に前胴周り域および後胴周り域と、
それら胴周り域の間に位置する股下域とを備え、前記股下域の両側に横方向内方へ向かっ
て実質的に弧を画く脚周り対向側部が形成された使い捨て着用物品において、
　前記脚周り対向側部では、前記ベースシートを折り重ねて 固
着し、 前記脚周り対向側部における前記ベースシートの伸長 力が、

残余領域のそれよりも高く、
　

　

ことを特徴とする前記物品
。
【請求項２】
　 前記脚周り対向側部では、前記カバーシートを折り重ねて

固着し、 前記脚周り対向側部における前記カバーシートの
伸長 力が、前記カバーシートの残余領域のそれよりも高い請求項１記載の物品。
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その折り重ね部分を互いに
これによって 応 前記脚

周り対向側部を除く前記ベースシートの
弾性伸縮性を有する実質的に不透液性のカバーシートが、前記ベースシートの内面に配

置されて該ベースシートの略全域を被覆し、前記前後方向へ長い一つの開口部を有し、そ
の周縁部が前記ベースシートの周縁部に固着され、

前記カバーシートの開口周縁を折り重ねてその折り重ね部分を互いに固着し、これによ
って前記開口周縁における前記カバーシートの伸長応力が、前記脚周り対向側部と前記開
口周縁とを除く前記カバーシートの残余領域のそれよりも高い

前記カバーシートの その折り
重ね部分を互いに これによって

応



【請求項３】
　前記カバーシートの上方へ凸となる突条が、前記カバーシートの前後方向中心線近傍を
前記前後方向へ延び、前記突条が、前記カバーシートの内面を合掌状に重ね合わせて固着
することにより形成されている請求項 または請求項 に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、排泄物を吸収、保持する使い捨て着用物品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　特開平２０００－１４６９９号公報は、弾性伸縮性を有するベースシートと、ベースシ
ートよりも小さい透液性表面シートと、それらシートの間に介在する吸液性パネルとから
構成された開放型の使い捨て着用物品を開示している。ベースシートは、前後方向に前胴
周り域および後胴周り域と、それら胴周り域の間に位置する股下域とを備え、股下域の両
側を横方向内方へ向かって弧を画く脚周り対向側部を有する。同号公報には、ベースシー
トに弾性伸縮性の素材を使用しているので、ベースシートが着用者の胴周りや脚周りにフ
ィットし、物品に胴周り用弾性部材や脚周り用弾性部材を取り付けることなく、胴周りや
脚周りからの排泄物の漏れを防ぐことができるという効果が記載されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　排泄物を吸収、保持する使い捨て着用物品では、周り方向の寸法が胴周りのそれよりも
小さい脚周りの物品による締め付けを強化し、着用者の脚周りに物品の脚周り対向側部を
密着させて股下域からの排泄物の漏れを防ぐ必要がある。しかし、同号公報に開示の物品
では、ベースシートの脚周り対向側部による着用者の脚周りの締め付けを強化し、それを
脚周りに密着させるための構成を何等開示していない。この物品では、それを着用したと
きに、着用者の胴周りを囲繞するベースシートの領域の伸長寸法よりも着用者の脚周りを
囲繞する対向側部のそれが小さく、対向側部が着用者の脚周りを高い伸長応力で締め付け
ることはないので、対向側部を着用者の脚周りに十分に密着させることができない。
【０００４】
　本発明の課題は、弾性伸縮性を有する物品の脚周り対向側部を着用者の脚周りに密着さ
せ、脚周りからの排泄物の漏れを防ぐことができる使い捨て着用物品を提供することにあ
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するための本発明の前提は、弾性伸縮性を有する実質的に不透液性のベ
ースシートと、前記ベースシートの内面に取り付けられた吸液性パネルとから構成され、
前後方向に前胴周り域および後胴周り域と、それら胴周り域の間に位置する股下域とを備
え、前記股下域の両側に横方向内方へ向かって実質的に弧を画く脚周り対向側部が形成さ
れた使い捨て着用物品である。
【０００６】
　かかる前提における本発明の特徴は、前記脚周り対向側部では、前記ベースシートを折
り重ねて 固着し、 前記脚周り対向側部における前
記ベースシートの伸長 力が、 残余領域の
それよりも高く、

。
【０００７】
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その折り重ね部分を互いに これによって
応 前記脚周り対向側部を除く前記ベースシートの

弾性伸縮性を有する実質的に不透液性のカバーシートが、前記ベースシ
ートの内面に配置されて該ベースシートの略全域を被覆し、前記前後方向へ長い一つの開
口部を有し、前記カバーシートの周縁部が前記ベースシートの周縁部に固着され、前記カ
バーシートの開口周縁を折り重ねてその折り重ね部分を互いに固着し、これによって前記
開口周縁における前記カバーシートの伸長応力が、前記脚周り対向側部と前記開口周縁と
を除く前記カバーシートの残余領域のそれよりも高い



　本発明の実施の態様の一例としては、 前記脚周り対向側部では、前
記カバーシートを折り重ねて 固着し、 前記脚周り
対向側部における前記カバーシートの伸長 力が、前記カバーシートの残余領域のそれよ
りも高い。
【０００８】
【０００９】
　本発明の実施の態様の他の一例としては、前記カバーシートの上方へ凸となる突条が、
前記カバーシートの前後方向中心線近傍を前記前後方向へ延び、前記突条が、前記カバー
シートの内面を合掌状に重ね合わせて固着することにより形成されている。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　添付の図面を参照し、本発明にかかる使い捨て着用物品の詳細を開放型の使い捨ておむ
つとを例として説明すると、以下のとおりである。
【００１１】
　図１，２は、内面の側から示すおむつ１Ａの部分破断斜視図と、前後胴周り域２０，２
２を連結した着用状態で示すおむつ１Ａの斜視図とであり、図３、４は、図１のＡ－Ａ線
端面図と、図１のＢ－Ｂ線端面図とである。図１では、横方向を矢印Ｘで示し、前後方向
を矢印Ｙで示す。なお、ベースシート２や表面シート４、防漏シート５、カバーシート１
１における内面とは、コア６に対向する面をいい、それらシート２，４，５，１１の外面
とは、コア６に非対向の面をいう。
【００１２】
　おむつ１Ａは、実質的に不透液性のベースシート２と、吸液性パネル３とから構成され
ている。おむつ１Ａは、前後方向に前胴周り域２０および後胴周り域２２と、それら胴周
り域２０，２２の間に位置する股下域２１とを有する。おむつ１Ａでは、ベースシート２
が前後胴周り域２０，２２と股下域２１とを画成している。
【００１３】
　ベースシート２は、弾性伸縮性を有する繊維不織布から形成されている。ベースシート
２は、横方向へ延びる両端縁部２ａと、前後胴周り域２０，２２の両側を前後方向へ延び
る両側縁部２ｂと、股下域２１の両側を前後方向へ延びる脚周り対向側部２ｃとを有する
。 対向側部２ｃは、横方向内方へ向かって実質的に弧を画いている。
【００１４】
　パネル３は、ベースシート２よりも小さい砂時計型を呈し、ベースシート２の内面に取
り付けられて前後方向へ延びている。パネル３は、透液性表面シート４と、実質的に不透
液性の防漏シート５と、表面シート４と防漏シート５との間に介在する吸液性コア６とか
ら形成されている。コア６は、その全体がティッシュペーパー（図示せず）に被覆、接合
され、ティッシュペーパーを介して表面シート４と防漏シート５との内面に接合されてい
る。
【００１５】
　パネル３は、防漏シート５を介してベースシート２に固着されている。パネル３では、
表面シート４と防漏シート５との周縁部がコア６の周縁から周方向外方へわずかに延び、
それらシート４，５の周縁部が互いに重なり合った状態で固着されている。
【００１６】
　ベースシート２の両端縁部２ａと 対向側部２ｃとでは、ベースシート２をその外
面の側へ向かって二つに折り重ね、重なり合うベースシート２を間欠的に固着している。
ゆえに、ベースシート２では、両端縁部２ａと 対向側部２ｃとにおける坪量

が両端縁部２ａと 対向側部２ｃとを除く残余領域のそれよりも大きく、かつ、両
端縁部２ａと 対向側部２ｃとにおける伸長力が残余領域のそれよりも高い。
【００１７】
　ベースシート２の内面には、一対のフック部材７が取り付けられている。フック部材７
は、後胴周り域２２の両側に配置されている。ベースシート２の外面には、横方向へ長い
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矩形のループ部材８が取り付けられている。ループ部材８は、前胴周り域２０に配置され
、フック部材７に対する止着域を形成している。
【００１８】
　おむつ１Ａを着用するには、後胴周り域２２を前胴周り域２０の外側に重ね合わせ、フ
ック部材７とループ部材８とを係合させてそれら胴周り域２０，２２を連結する。前後胴
周り域２０，２２が連結されたおむつ１Ａには、図２に示すように、胴周り開口９と一対
の脚周り開口１０とが画成されている。おむつ１Ａの着用時では、ベースシート２の両端
縁部２ａが着用者の胴周りを周り方向へ延び、対向側部２ｃが着用者の脚周りを周り方向
へ延びる。
【００１９】
　おむつ１Ａでは、両端縁部２ａと 対向側部２ｃとの伸長力がそれらを除いた残余
領域のそれよりも高いので、おむつ１Ａを着用したときに、両端縁部２ａと 対向側
部２ｃとが高い伸長応力を発現して着用者の胴周りと脚周りとを締め付ける。ゆえに、お
むつ１Ａでは、両端縁部２ａが胴周りに密着するとともに、 対向側部２ｃが脚周り
に密着し、胴周りと脚周りとからの排泄物の漏れを確実に防ぐことができる。
【００２０】
　おむつ１Ａでは、ベースシート２の両端縁部２ａと 対向側部２ｃとに別途弾性伸
縮性部材を取り付けることなく、両端縁部２ａと 対向側部２ｃとの伸長 力を増加
させることができる。また、ベースシート２の両端縁部２ａと 対向側部２ｃとに弾
性伸縮性部材を伸長状態で取り付けると、そこに多数のギャザーが形成されるが、このお
むつ１Ａでは、両端縁部２ａと 対向側部２ｃとにギャザーが形成されることはなく
、ギャザーが肌に接触することによる不快感がない。
【００２１】
　図５，６は、他の実施の形態を示すおむつ１Ｂの部分破断斜視図と、前後胴周り域２０
，２２を連結した着用状態で示すおむつ１Ｂの斜視図とである。図７，８は、図５のＣ－
Ｃ線端面図と、図５のＤ－Ｄ線端面図であり、図９は、図５のＥ－Ｅ線端面図である。図
５では、横方向を矢印Ｘで示し、前後方向を矢印Ｙで示す。
【００２２】
　おむつ１Ｂは、図１のそれと同様に、実質的に不透液性のベースシート２と、ベースシ
ート２の内面に取り付けられた吸液性パネル３とを有する。このおむつ１Ｂが図１のそれ
と異なる点は、以下のとおりである。
【００２３】
　ベースシート２の内面には、ベースシート２の略全域を被覆する実質的に不透液性のカ
バーシート１１が取り付けられている。カバーシート１１は、弾性伸縮性を有する繊維不
織布から形成されている。
【００２４】
　カバーシート１１は、横方向へ延びる両端縁部１１ａと、前後胴周り域２０，２２の両
側を前後方向へ延びる両側縁部１１ｂと、股下域２１の両側を前後方向へ延びる脚周り対
向側部１１ｃとを有する。 対向側部１１ｃは、横方向内方へ向かって実質的に弧を
画いている。カバーシート１１には、股下域２１に前後方向へ長い開口部１２が形成され
、パネル３を形成する表面シート４の一部が開口部１２から露出している。
【００２５】
　カバーシート１１には、その上方へ凸となる突条１３が形成されている。突条１３は、
カバーシート１１の縦中心線Ｏ近傍を縦方向へ延びている。突条１３は、カバーシート１
１の内面を合掌状に重ね合わせて 固着することにより形成されている。
【００２６】
　カバーシート１１の開口周縁１１ｄでは、カバーシート１１をその内面へ向かって二つ
に折り重ね、重なり合うカバーシート１１ を間欠的に固着している。ゆえに、カバ
ーシート１１では、開口周縁１１ｄおける坪量 が開口周縁１１ｄを除く残余領域
のそれよりも大きく、 、開口周縁１１ｄにおける伸長 力が残余領域のそれより
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も高い。
【００２７】
　ベースシート２とカバーシート１１とは、それらシート２，１１の両端縁部２ａ，１１
ａと両側縁部２ｂ，１１ｂと 対向側部２ｃ，１１ｃとにおいて固着されている。両
端縁部２ａ，１１ａでは、ベースシート２をその外面の側へ向かって二つに折り重ね、重
なり合うベースシート２ を間欠的に固着するとともに、カバーシート１１をその外
面の側へ向かって二つに折り重ね、重なり合うカバーシート１１ を間欠的に固着し
ている。 対向側部２ｃ，１１ｃでは、ベースシート２とカバーシート１１とをベー
スシート２の外面の側へ向かって二つに折り重ね、重なり合うそれらシート２，１１

を間欠的に固着している。ゆえに、おむつ１Ｂでは、両端縁部２ａ，１１ａと 対
向側部２ｃ，１１ｃとにおける坪量 が両端縁部２ａ，１１ａと 対向側部２
ｃ，１１ｃとを除く残余領域のそれよりも大きく、そのため、両端縁部２ａ，１１ａと

対向側部２ｃ，１１ｃとにおける伸長 力が残余領域のそれよりも高い。
【００２８】
　後胴周り域２２の両側縁部２ｂ，１１ｂには、テープファスナ１４が横方向内方へ延び
ている。テープファスナ１４は、その基端部１４ａがベースシート２とカバーシート１１
との間に介在し、それらシート２，１１に固着されている。テープファスナ１４の自由端
部１４ｂには、粘着剤１５が塗布されている。テープファスナ１４は、カバーシート１１
の外面に取り付けられたプラスチックテープ１６に粘着剤１５を介して剥離可能に仮着さ
れている。前胴周り域２０におけるベースシート２の外面には、横方向へ長い矩形のター
ゲットテープ１７が取り付けられている。
【００２９】
　おむつ１Ｂを着用するには、後胴周り域２２を前胴周り域２０の外側に重ね合わせ、粘
着剤１５を介してテープファスナ１４の自由端部１４ｂをターゲットテープ１７に止着し
、それら胴周り域２０，２２を連結する。
【００３０】
　おむつ１Ｂでは、両端縁部２ａ，１１ａと 対向側部２ｃ，１１ｃとの伸長力がそ
れらを除いた残余領域のそれよりも高いので、両端縁部２ａ，１１ａが着用者の胴周りに
密着するとともに、 対向側部２ｃ，１１ｃが着用者の脚周りに密着し、胴周りと脚
周りとからの排泄物の漏れを確実に防ぐことができる。
【００３１】
　カバーシート１１では、開口周縁１１ｄが撓んでそこに折目が形成されると、表面シー
ト４上に残留する尿や軟便等の排泄物が折目を伝わって開口周縁１１ｄから着用者の肌に
付着してしまう。このおむつ１Ｂでは、開口周縁１１ｄの坪量 が残余領域のそれ
よりも大きく、 、伸長力が残余領域のそれよりも高いので、開口周縁１１ｄに折
目が形成され難く、開口周縁１１ｄにおける排泄物の付着を低減させることができる。
【００３２】
　おむつ１Ｂでは、カバーシート１１に縦方向へ延びる突条１３が形成されているので、
おむつ１Ｂを着用したときに、突条１３が着用者の臀部の割れ目に納まり、突条１３がお
むつ１Ｂの横方向の移動を抑制するので、おむつ１Ｂの横方向のずれを防ぐことができる
。
【００３３】
　ベースシート２とカバーシート１１とには、メルトブローンやスパンボンドの各製法に
より製造された弾性伸縮性の疎水性繊維不織布を使用することができる。弾性伸縮性不織
布の構成繊維としては、熱可塑性エラストマー樹脂を溶融、紡糸した伸縮性繊維を使用す
ることができる。また、弾性伸縮性の繊維不織布としては、熱可塑性エラストマー樹脂繊
維からなる疎水性繊維不織布の少なくとも片面に、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ
エステル、のいずれかの熱可塑性合成樹脂を溶融、紡糸した捲縮繊維からなる疎水性繊維
不織布を貼り合わせた複合不織布を使用することもできる。
【００３４】
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　表面シート４には、親水性繊維不織布、または、微細な多数の開孔を有するプラスチッ
クフィルムを使用することができる。防漏シート５には、疎水性繊維不織布、または、不
透液性のプラスチックフィルムを使用することができる。
【００３５】
　表面シート４や防漏シート５を形成する不織布としては、スパンレース、ニードルパン
チ、メルトブローン、サーマルボンド、スパンボンド、ケミカルボンド、エアースルー、
の各製法により製造されたものを使用することができる。不織布の構成繊維としては、ポ
リオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系、の各繊維、ポリエチレン／ポリプロピ
レン、または、ポリエチレン／ポリエステルからなる芯鞘型複合繊維またはサイドバイサ
イド型複合繊維を使用することができる。
【００３６】
　コア６は、フラッフパルプと高吸収性ポリマー粒子との混合物、または、フラッフパル
プと高吸収性ポリマー粒子と熱可塑性合成樹脂繊維との混合物であり、所要の厚みに圧縮
されている。高吸収性ポリマーとしては、デンプン系、セルロース系、合成ポリマー系の
ものを使用することができる。
【００３７】
　図５のおむつ１Ｂでは、パネル３が吸液性コア６から形成されてそれが直接ベースシー
ト２に取り付けられていてもよく、表面シート４や防漏シート５は必ずしも必要ではない
。この場合、コア６としては、圧縮復元弾性を有する繊維ウェブの繊維間隙に高吸収性ポ
リマー粒子を分散、保持させ、繊維ウェブを所要の厚みに圧縮して形態安定性を付与した
ものを使用することが好ましい。繊維ウェブの構成繊維としては、ポリプロピレンやポリ
エチレン等のポリオレフィン系繊維、ポリエチレンテレフタレートやポリブチレンテレフ
タレート等のポリエステル系繊維、ナイロン６６やナイロン６等のポリアミド系繊維、ア
クリル系繊維、パルプやレーヨン、アセテート等のセルロース系繊維のうちのいずれかを
使用することができる。
【００３８】
　図５のおむつ１Ｂでは、カバーシート１１に二つの開口部が形成されていてもよい。こ
の場合では、おむつ１Ｂの着用時に、開口部各々が着用者の泌尿器と肛門とに位置するよ
うに、開口部を前胴周り域２０と後胴周り域２２とに形成することが好ましい。
【００３９】
　ベースシート２と防漏シート５との固着、表面シート４と防漏シート５との固着、ベー
スシート２に対するカバーシート１１の固着、コア６の接合には、ホットメルト型接着剤
、または、ヒートシールやソニックシール等の熱による溶着手段を使用することができる
。
【００４０】
　この発明は、開放型のおむつの他に、前後胴周り域があらかじめ連結されたパンツ型の
おむつにも実施することができる。
【００４１】
【発明の効果】
　本発明にかかる使い捨て着用物品によれば、物品の脚周り対向側部を折り重ねたことで
そこの坪量 がそれを除いた残余領域のそれよりも大きく、そのため、 対向
側部の伸長 力が 残余領域のそれよりも高いので、
物品による着用者の脚周りの締め付けを強化することができる。物品では、それを着用し
たときに、着用者の胴周りを囲繞する物品の領域の伸長寸法よりも着用者の脚周りを囲繞
する 対向側部のそれが小さくても、 対向側部が高い伸長応力を発現して着用
者の脚周りを締め付けるので、 対向側部が脚周りに密着し、脚周りからの排泄物の
漏れを確実に防ぐことができる。
【００４２】
　また、カバーシートを取り付けた物品では、カバーシートの開口周縁に折目が形成され
難いので、排泄物が折目を伝わって着用者の肌に付着してしまうことはなく、開口周縁に
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おける排泄物の付着を低減させることができる。カバーシートに突条が形成された物品で
は、それを着用したときに、突条が着用者の臀部の割れ目に納まり、突条が物品の横方向
の移動を抑制するので、物品の横方向のずれを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　肌当接面の側から示すおむつの部分破断斜視図。
【図２】　前後胴周り域を連結した着用状態で示すおむつの斜視図。
【図３】　図１のＡ－Ａ線端面図。
【図４】　図１のＢ－Ｂ線端面図。
【図５】　他の実施の形態を示すおむつの部分破断斜視図。
【図６】　前後胴周り域を連結した着用状態で示すおむつの斜視図。
【図７】　図５のＣ－Ｃ線端面図。
【図８】　図５のＤ－Ｄ線端面図。
【図９】　図５のＥ－Ｅ線端面図。
【符号の説明】
　１Ａ，１Ｂ　　使い捨ておむつ（使い捨て着用物品）
　２　　　　　　ベースシート
　２ｃ　　　　　脚周り対向側部
　３　　　　　　吸液性パネル
１１　　　　　　カバーシート
１１ｃ　　　　　脚周り対向側部
１１ｄ　　　　　開口周縁
１２　　　　　　開口部
１３　　　　　　突条
２０　　　　　　前胴周り域
２１　　　　　　股下域
２２　　　　　　後胴周り域
　Ｏ　　　　　　縦中心線
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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